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プルトニウム研究１棟に係る核燃料物質の使用の許可に係る変更の届出等について 

 

 

プルトニウム研究１棟は、平成26年度の機構改革により施設の廃止が決定されたことを

受け、施設の廃止措置に向けた準備を進めてきたが、令和２年12月に、施設で保有していた

全ての核燃料物質の他施設への搬出を完了した。 

 施設内の核燃料物質の保有は無く、今後、受け入れも行わないことから、核燃料物質の使

用の許可に係る変更の届出を行い、施設の年間予定使用量について、全ての核燃料物質を０

ｇとする変更を行う。この変更によりプルトニウム研究１棟が政令第41条非該当施設とな

ることから、その後、当該施設に係る保安規定からの取り下げ（変更認可申請）を行う計画

である。 

 なお、保安規定からの取り下げ後は、所内規程（少量核燃料物質使用施設等保安規則）に

より、施設管理を行う。 

 

  令和２年12月 核燃料物質の搬出の完了 

  令和３年１月 使用許可の変更届（年間予定使用量の変更） 

  令和３年２月 核燃料物質使用施設等保安規定の変更認可申請 

          （プルトニウム研究１棟の取り下げ） 

  令和３年度  核燃料物質の使用変更許可申請予定 

          （施設の廃止に向けた措置） 
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